
令 和 ７ 年 度

一 般 監 査 報 告 書

令和８年３月

近 畿 地 方 整 備 局



（はじめに） 

この報告書は、近畿地⽅整備局の所掌事務について、｢地⽅整備局監査規則｣（平成１

３年国⼟交通省訓令第７９号。以下「規則」という。） 第２条に規定する事務の合理

的運営、官紀の保持及び不正⾏為の防⽌に資することを⽬的として、規則第６条の規定

に基づき令和７年度に⾏った⼀般監査の結果を取りまとめたものである。

令和７年度⼀般監査の結果としては、規則第１３条に規定する「事態が重⼤でかつ

急を要すると認める事項」及び規則第１６条第２項に規定する「局⻑が指⽰を必要と

認める事項」は認められなかった。

また、規則第１２条に規定する「軽易な事項」については各事務所で散⾒され、それ

らについては、監査中にその都度監査官から必要な指導、助⾔を⾏うともに、特に改善

すべき点については講評においても指摘している。

また、各事務所において⼯夫した取組も多くあり、これらについても推奨事例や優れ

た取組として講評において評価している。

この報告書は、今年度の⼀般監査の対象事務所だけでなく、近畿地⽅整備局の全事務

所において、今後より⼀層の事務の適正かつ合理的運営を図るための参考として、また、

改めて事務所内での気づき・検証とするなど有効に活⽤していただきたい。

令和８年３⽉

近畿地⽅整備局
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Ⅰ 一般監査の目的

 監査は、事務の合理的運用、官紀の保持、職員の推賞及び不正行為の防止に関し、所

管行政の改善向上に資することを目的としているところであり、令和７年度においては、

本省が「令和７年度監察基本計画」に定めた整備局共通の重要課題並びに近畿地方整備

局が独自に定めた課題について一般監査を実施した。

Ⅱ 一般監査の実施内容

１ 重点監査項目 

（１）女性職員活躍・働き方改革の推進等に向けた取組 

（２）コンプライアンスの徹底に関する取組 

１）入札契約事務におけるコンプライアンスの徹底

２）風通しの良い職場環境づくりに関する取組

（３）行政文書管理に関する取組

１）行政文書の管理状況

２）電子保存の進捗状況

（４）危機管理に関する取組

１）業務継続計画の修正、見直し状況及び災害発生時の準備状況

２）建設機械・機械設備関係

３）電気通信施設関係

２ 重点監査項目以外の監査項目

（１）用地事務

（２）建設機械・機械設備及び新技術の活用

（３）電気通信（情報セキュリティ）関係

（４）個人情報の保護等

（５）その他（金券、タクシー、ＩＣカード、公用車利用 外）

３ 監査実施方法

 監査実施事務所（以下、「事務所」という。）に対し、事前に監査項目を提示し、

一部の項目については、事前に回答、資料の提出を求めた。

監査の方法としては、書面確認、担当者へのヒアリング、現地の取り組み状況の

確認、幹部（事務所長、副所長等）ヒアリング及び若手職員（新規採用２年目まで

の職員（経験者採用等含む）及び採用２年目までの出向職員、港湾空港部において

は係長並びに係員のうち、過去の監査においてヒアリング未実施の者）からのヒア

リングを実施した。
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４ 監査実施結果の整理方法

監査結果については、次の通り整理した。

（１）指摘事項（局長による指示）

以下のいずれかに該当し、規則第１６条第２項の規定により局長が「指示」を

必要と認めた事項

① 行為が法令等に抵触し改善の措置が必要な事項

② 過去の監査において改善の措置を求めたにもかかわらず、改善されてい

ない事項

（２）改善を要する事項（監査官等による指示）

必要な業務は行われており、法令違反とまで言えないが手続等に不備があるな

ど改善の措置が必要な事項（規則第１２条）

（３）提示意見（監査官等による指示）

以下のいずれかに該当し、規則第１２条の規定に基づき監査官等が行う「必要

な指示」に準じて、監査の結果必要と認める事項についての意見の提示

① 監査の結果、全事務所に対し、本局担当部署からの指導、助言等を要す

る事項

② 事務手続等の改善は必要であるが、根拠となる既存の規則や通知等の改

正等の検討が必要と考えられる事項（本局担当部署等への要請）

③ 現時点では、大きな業務上の支障となっていないが、今後業務に支障が

生じるなどの恐れがあるための注意喚起

（４）推奨事例

業務改善の取組などにおいて、他の事務所の参考となる事例

５ 監査実施事務所

【１６事務所】

監査実施 事務所 期 間

近畿道路メンテナンスセンター 令和 ７年 ７月２４日

福知山河川国道事務所 令和 ７年 ７月３１日～令和 ７年 ８月 １日

大戸川ダム工事事務所 令和 ７年 ９月１０日

兵庫国道事務所 令和 ７年 ９月１７日～令和 ７年 ９月１８日

琵琶湖河川事務所 令和 ７年 ９月２５日～令和 ７年 ９月２６日

奈良国道事務所 令和 ７年１０月 １日～令和 ７年１０月 ２日
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六甲砂防事務所 令和 ７年１０月１６日

足羽川ダム工事事務所 令和 ７年１０月２３日～令和 ７年１０月２４日

京都国道事務所 令和 ７年１０月２９日～令和 ７年１０月３０日

淀川ダム統合管理事務所 令和 ７年１１月 ６日

滋賀国道事務所 令和 ７年１１月１０日～令和 ７年１１月１１日

紀伊山系砂防事務所 令和 ７年１１月２０日

舞鶴港湾事務所 令和 ７年１１月２１日

大和川河川事務所 令和 ７年１１月２７日～令和 ７年１１月２８日

大阪港湾・空港整備事務所 令和 ７年１１月２８日

紀の川ダム統合管理事務所 令和 ７年１２月 ４日

Ⅲ 一般監査の実施結果（重点監査項目）

１ 女性職員活躍・働き方改革の推進等に向けた取組

国土交通省が、国民の生命と生活を守るという重大な使命を今後とも的確に果たし

ていくためには、全ての職員がその能力を最大限に発揮し、質の高い行政サービスを

持続的・安定的に提供できるよう、誰もが働きやすい職場環境づくりを行うことが不

可欠である。

これまで、国土交通省では、「女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進

のための国土交通省取組計画（令和６年３月２９日一部改正）」を策定し、徹底した業

務の見直しや効率化、デジタル化の推進及びマネジメント改革を今後の働き方改革の

主軸に据え、省を挙げて総合的かつ計画的な取組を進めてきた。

「人材希少社会（人財尊重社会）」とも言われる中、職員の働きがい・エンゲージメ

ントやWell-being を重視する観点から、魅力ある働き方、職場づくり、人づくりに向

けた取組を加速していくことが重要となっている。これに関連する分野としては、デ

ジタル・新技術を活用した業務の効率化・高度化、若手・女性や経験者・シニアを含

む多様な人材の育成・活躍、オフィス・執務環境の改革、老朽化した庁舎・宿舎への

対応等が挙げられる。

こうした観点に立ち、女性職員活躍・働き方改革の推進に向けたこれまでの取組と

ともに、魅力ある働き方、職場づくり、人づくりに向けた取組について監査を行うこ

ととした。

（１）業務プロセスの改善に向けた取組

各事務所とも、事務の効率化・省力化及び職員の事務負担軽減に資する取り組み

が進められている。特に令和２年度頃から順次各職場へのＩＣＴ機器の配備が推進

され、これらの機器を的確かつ適正に活用し、課題も残るが業務効率化等の働き方

改革が推進されているところである。例えば、事務所庁内のＷｉ-Ｆｉ化が進んでい
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（２）勤務時間マネジメントの改革に関する取組

ア）年次休暇取得日数の取組

近畿地方整備局における、令和７年の１人当たりの年次休暇取得日数の平均は

１５．５日であり、国土交通省取組計画の目標である１５日を昨年度に引き続き達

成できている。

イ）勤務時間マネジメントに関する取組

超過勤務縮減については、多くの事務所が、超過勤務の日常的な実施状況の把握

に努め、定時退庁日の声かけなどを積極的に行っていた。また、超過勤務の多い職

員がいる場合には、幹部と所属長が調整し、業務を見直し平準化するなど改善措置

を講ずる取組が行われていた。

年次休暇の取得については、多くの事務所が、Outlook などの休暇予定表により

見える化を図るとともに、幹部や各所属長が職員の休暇取得状況の把握に努め、取

得の少ない職員に対する休暇取得の促し等の取組が行われていた。

《幹部ヒアリングにおける取組事例の紹介》

 事務所幹部は定時退庁日の際に声かけを行っている。事務所幹部は日頃から

各フロアに出向き声かけを行い業務の進捗を確認している。

 超過勤務が多い部署については適宜、所属長にマネジメントの指導や業務分

担の見直し等を行っている。

 事務所幹部内で定期的に超勤状況を共有し、特定の職員に業務が集中してい

ないか確認している。

 完全定時退庁日の退庁を促す事務所独自のポスターを作成して掲示している。 
 定時退庁日を知らせるメールを事務所職員持ち回りで作成し発信している。

 GW・夏休み・年末年始など節目で総務課長が休暇予定をOutlook の入力内容

から確認し、休暇取得の声かけを行っている。

《幹部ヒアリングにおける意見》

 超過勤務が多い原因として、長期休暇者や超過勤務制限者が多くいることに

より、人員不足が発生していることがある。特に、災害対応や協議対応に苦慮

している。

 期間業務職員を除く全職員が事務所近隣の宿舎に入居しており通勤に時間を

要しないことから、退庁時間を気にせず仕事をしてしまう傾向がある。（港湾

空港部）

 不慣れな発注案件（港湾５工種以外）があった際、所内に知識を持った職員が

おらずフォローする体制が整わなかった。（港湾空港部）

《若手職員を対象としたヒアリングでの意見》

多くの職員は、繁忙期を除いて超過勤務は少ないと答えている。但し、係長で採用

されている一部の職員は人員不足により超過勤務が多くなっていると答えている者
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もいる。

多くの職員は概ね年次休暇は事前に話しをしておけば取得はできているし、急遽

休暇が必要となった場合でも取得することができると答えている。但し、係長とし

て採用されている職員の一部は人員不足による業務多忙により休暇の取得に苦慮し

ていると答えている。

（３）働く時間と場所の柔軟化

フレックスタイムやテレワークは、ワークライフバランスを進める上で重要なツ

ールであり、ここ数年の定着化により一定数が維持されている状況である。

ア）フレックスタイム

フレックスタイムは、育児・介護等との両立、通勤混雑緩和、長距離通勤者（※

出勤時間を遅らせる。）、単身赴任者（※月・金の勤務時間を短くする。）など幅広

く利用されている。

イ）テレワーク  

テレワークは、ワークライフバランス推進だけでなく、危機管理の面からも重要

なツールの１つになると考えられる。しかし、PC など周辺機器の活用における不

具合や実施の有無による不公平感など課題が残っている。

《幹部ヒアリングにおける意見・取組事例の紹介》

 テレワークは、PC 持ち帰りの際の荷物が増えることの負担やPC 紛失やデー

タ情報漏洩の懸念があるとともに、対面で話しをする方が早いので、出勤した

方が効率的だという声もある。

 長距離通勤や混雑緩和など、それぞれの事情にあわせた働き方が必要となり、

テレワークは通勤時間短縮によるメリットはあるが、勤怠管理が難しい面が

ある。

 フレックスタイムやテレワークは、通勤時間の削減や勤務時間が調整でき、育

児や介護が必要な職員や単身赴任者、長距離通勤者等にとって仕事と生活の

両立に効果的と考えている。

 テレワークの課題として、テレワーク利用者と出勤者との間でコミュニケー

ション不足が生じ、また、出勤者に負担が生じ出勤者が不公平と感じる可能性

がある。

 体調不良だった職員の休み明けの勤務開始時や子の体調不良時などは、テレ

ワークをすることでワークライフバランス確保に繋がる。

 勤務先と宿舎が近い場合、フレックスタイムを希望する職員がいない。

《若手職員を対象としたヒアリングでの意見》

 テレワークは、本局への出張・WEB 研修・WEB 会議の場合、移動時間短

縮でメリットがあり取得したい。
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 周りに聞きながら仕事をしているのでテレワークは魅力を感じない、また

対面で上司に相談したい。

 申請書類が紙であることや打合せが対面のため、テレワークでは仕事ができ

ない。

 子供の保育園の送迎があるので、フレックスを利用している。

 テレワークはPC の画面が小さく効率が下がる。

 テレワークを利用したいが、電子入札システムで IC カードが必要であるた

め利用できない。

 通信障害で音声が聞き取りづらい場面がある。

 港湾空港部では個人にノートPC が貸与されておらず、自宅にもPC がない

ため、テレワークをする際貸与を受けることになるが、通勤時の紛失などの

心配から苦痛に感じる。

 テレワークでは上司とコミュニケーションが取れないため、あまりやりたく

ない。

（４）仕事と生活の両立支援

育児・介護等と両立して活躍できるための取組

各事務所ともに「国土交通省取組計画」及び新たに導入された「男の産休・育休

等」取得計画書に基づいて適切に対応されている。職員の出産・育児・介護の事情

については、身上書を含め日常的な把握に努められており、フレックスやテレワー

クを活用し、仕事と育児・介護が両立できるよう配慮している。

《幹部ヒアリングにおける意見・取組事例の紹介》

 育児による休暇等での代替要員等の確保ができない場合、業務に支障が出る

ことがある。専門職種の代替要員を確保するのは難しい。

 男性育休について所属長は、職員の配偶者の出産予定を把握したときは、速や

かに制度の説明を行っている。

 日常的な会話のやりとりや面談等を通じて、育児・介護や出産予定など職員

個々の生活事情等の把握に努めている。

 子育てや介護がある方などそれぞれの仕事のやり方を考慮しつつ、所属長や

本人の意向を確認し、業務のバランスを配慮しながら業務の見直しを行って

いる。復帰後はフレックスやテレワークの活用を薦めている。

 育児や介護中の職員がフレックスやテレワークを活用しやすい雰囲気づくり

に努めている。

 介護について、もっと長期に休める制度があるべきではないのか。

《若手職員を対象としたヒアリングでの意見》

 転勤が多いので、将来、結婚してからの子育てや介護など不安に感じる。

 子供が２人おり、今後幼稚園と小学校に分かれると妻との分担が増えていくの
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で、テレワークか自宅近くの勤務先でないと不安がある。

 育児と仕事を両立しようと思っていたが、現在の職場では終電まで働くので両

立はできない。但し、子供の病気等の緊急時に休暇が取得しやすいのは良い。 
 育児中の職員がうまくテレワークやフレックスタイムを活用していけばよい。 
 取得環境はポストにもよると思う。

 制度は概ね理解しているが、出産等その場面に自分が直面しなければ、なかな

か具体的には理解できない。

 係を無くしてグループ制に移行し、課内業務を複数人で取り組む環境を作れば、

フォローし易くなるのではないか。

 女性職員が生涯働くには、出産・育児・介護をしながらでも仕事が続けられる

環境整備が必要。

（５）人材育成及び技術力向上の取組

各事務所において、積極的に現場見学や勉強会などを企画していた。事務官・技官

関係なく、他事務所や自治体等幅広く現場を見学することにより、若手職員の意欲

の向上や交流による横につながる取組が行われていた。また、学生等も対象にする

ことで新規採用職員確保にもつながる取組を行っている事務所もあった。

《幹部ヒアリングにおける取組事例の紹介》

 若手のプレゼン能力を高めるために、若手職員が講師となる勉強会を開催して

いる。

 現場見学など他事務所にも協力してもらいながら若手の育成をしており、1 度

現場見学に行った若手職員は次回の現場説明会では説明者をしてもらい、技術

力向上を図っている。

 用地業務全般の説明会を毎月２回程度開催している。

 業務の効率化について、デジタル技術を活用して行うため、ＤＸ会議を開催し

ている。その中でＲＰＡに関することを若手職員に担当してもらい説明してい

る。

 事務所長主催の勉強会を開催している。その勉強会は事務所長室で行い、事務

所長室に気軽に入られる雰囲気づくりに努めている。これは風通しの良い職場

づくりとなっている。

 受注業者のリクルート活動に現場説明会を開催したいとのことであったので、

事務所も一緒に参画して、国土交通省希望の学生にも参加してもらうようにし

た。

 学識経験者の現場視察の際のガイド役に若手職員を中心に配置し、行っている。 
 他事務所、ＮＥＸＣＯ及び外部講師を招いた勉強会を積極的に企画し、開催し

ている。

 広報業務を若手職員にある程度任せている。ベテラン職員にはない発想がでて

くるためで、若手職員の意見をできるだけ活かすようにしている。
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《若手職員を対象としたヒアリングの結果》

 現場企画が多くあるのはうれしい。

 職種毎に研修が充実しており、いろいろな人の意見が聞けて良かった。

 経験者採用向けの研修があり受講した。参考になり良かった。

 発注手続きの流れ全般についての研修があれば良いと思う。積算、図面の見方、

特記仕様書の確認の仕方、成果品の見方、予算の仕組みなど。

 課長等に登用されている女性の先輩（ロールモデル）がいれば、将来の自分の

姿をイメージしやすくなる。

 新規採用職員研修は全般的な内容が把握でき、当初は分からずとも仕事をする

中で後々頭の中で結びつくことがある。

 現場担当に関する研修は多いが、工務課や計画課が何をしているか知る機会が

少ないので、予算や計画に関する基礎的な研修が欲しい。

 年度当初に開催される入札・契約に係る講習会は業務に役立っている。

 港湾行政研修において、業務に関連する外部施設の見学があり貴重な体験であ

った。

 外部講師を招いてのマナー講習会（メール文や接遇に関するもの）を開いてほ

しい。

 研修は対面の方が理解しやすく質問もしやすい。

 事例研究やグループワークがある講習会は対面の方が良い。

 WEB での研修を職場で受講する場合、PC の別ウインドウで調べながら受講が

出来る。

 防災センターで必要となるバックホウやフォークリフトの操縦資格を職場で

取得できることが良い。

 旧港湾と旧建設とで人事管理が分かれていることを知らなかったため、官庁訪

問や業務説明会で早めに説明が欲しかった。

 課毎にどのような仕事をしているかが知りたかった。

 リクルート活動において、若手のリレーインタビューは港湾も取り入れた方が

良い。

 学生は Facebook に馴染みがないので、インスタグラムでの情報発信の方が良

いと思う。

 採用前にインスタグラムを見ていたが、質問受け（質問箱）も行ってはどうか。

過年度より毎月発行している「大戸川ダムだより」について、今年７月からペー

ジ数を増やし内容を充実して、地元に対するダムの取組の透明化や親しみやすさや

一体感を醸し出す取組を行っており、これを職員が作成していること。 

【推奨事例】（大戸川ダム工事事務所） 

 今年度８月からメンター・メンティー間で行うメンタリングとは別に、月１回、

事務所長、副所長、メンター及びメンティが集まって、メンティが毎月１人ずつ「今

年度やってみたいこと、又は、今年度始めたこと」をテーマに発表をする取組を行
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っている。この取組は、若手職員のプレゼン能力を高め、人材育成に資するもので

ある。 

【推奨事例】（兵庫国道事務所） 

若手職員が現場視察等に参加した際に、“報告書作成のルール”に沿って任意

に報告資料を作成し、関係者に共有する取り組みを行っている。これにより、自

主性・自律性の醸成、業務効率化の意識付け、資料作成スキルの向上が期待さ

れ、人材育成及び継続研鑽による個人又は組織の技術力向上に寄与している。 

【推奨事例】（舞鶴港湾事務所） 

事業調整官（再任用職員）の豊富な経験と知識を事務所職員に伝えることを目的

として、月に一度「伝承講習会」を開催している。 

講師は、大阪・神戸における港湾事業実施上の多くの課題を経験・解決された実

績を持ち、事業関係者との事業調整での苦労や工夫、その時々の裏話など、実務に

直結する貴重な知見を共有されている。 

講習会は、報告書やマニュアルでは得られないリアルな体験談を通じて、事務所

職員が港湾事業の本質を理解し、課題解決力を高める機会となっており、組織内の

知識継承を促進し、職員のスキル向上に大きく貢献する好事例である 

【推奨事例】（大阪港湾・空港整備事務所） 

（６）魅力ある働き方、職場づくり、人づくりに向けた取組

 各事務所で積極的に庁舎の不具合箇所の修繕や、トレイの洋式化を始めとした職

場環境改善に関する整備が行われていた。また、行政文書整理業務等を活用し、職場

の行政文書を整理することを始め、執務室内の整理整頓を行い、気分の良い職場環境

の構築に努められていた。

宿舎や尞に関しても、予算や人員不足の中、可能な限りの更新修繕を行い、若手職

員を始め職員の生活環境を整えることが行われていた。

《幹部ヒアリングにおける取組事例の紹介》

 行政文書整理業務で廃棄行政文書や不要書類を処分することにより、執務室内

のスペースに余裕ができ、環境改善が図れた。

 打合せスペースの不用なものを処分したり、壁紙を貼り替えたりして、綺麗な

空間を作り出し職場の雰囲気を良いものにした。、１度綺麗にすると、それを維

持しようとする雰囲気ができるため、好循環になる。

 宿舎（尞）のリフォーム計画を立案し、順次改修を進めていく。

 庁舎改善ロードマップを作成して、屋上防水、トイレ修繕、空調修繕、旧食堂

の厨房部分の有効活用などの改善を進めている。

 民間企業のライブオフィス見学を行い、快適なオフィス環境構築の参考として

いる。
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 パーソナルスペースを設けて、WEB 会議や研修受講ができる部屋を整備した。

また、リフレッシュスペースを整備して、職員がひと息つけるスペースを設け

た。

 ロッカーの配置を変えるなど、執務室内の配置を見直し、見通しの良い執務室

となるように改善した。

 職場環境の改善案を個別に聞き取りし、予算と優先順位を整理して課題解消に

向けて動いている。

 令和９年度の事務所移転に向けて、所内の若手職員を中心とした「レイアウト

作成チーム」を発足させ、先進的なオフィス環境の立案を行い、本局幹部に説

明を行った。（港湾空港部）

 令和７年６月からの熱中症対策義務化にあわせて「事務所熱中症対策」を策定

し所内説明会を実施するとともに、熱中症暑さ指数をメールにより周知した。 

《幹部ヒアリングにおける意見》

 庁舎内のエアコンの製造年が古く、部品がないため、故障時の修繕に苦慮して

いる。予算をつけ抜本的な改修が必要。

 宿舎（尞）について、予算及び人員不足により、故障箇所が発生する都度修理

を行っている状況であり、リフォーム計画は立案するだけで手一杯。改修作業

の設計調査工事発注するのも総務課では難しい。

 入居している部屋のリフォームは、現に居住しているため難しく、計画的に進

められるかは見通せない。

 「レイアウト作成チーム」の提言実現に向けて予算確保が課題である。（港湾空

港部）

２ コンプライアンスの徹底に関する取組

 コンプライアンスは、組織全体に対する社会的な信用を維持するとともに、組織本来

の使命を果たしていくための下支えとなるものであって、業務執行の基盤とも言うべき

ものである。 

これまで、国土交通省においては、過去に発生した不祥事を教訓として、再発防止の

ための体制や様々な仕組を整備しつつ、省を挙げてコンプライアンスの徹底に取り組ん

できたが、近年においても、発注業務等に係る不正事案が複数の機関で発生している状

況にある。  

このため、こうした不正事案の発生により、国土交通省に対する国民の信頼が損なわ

れることのないよう、不正事案が発生した機関はもとより、全ての機関において、職員

一人ひとりのコンプライアンス意識の更なる高揚と、コンプライアンスの徹底に関する

各種取組の実効性の確保に向け、不断に取り組むとともに、継続的に点検・改善するこ

とが不可欠である。 

また、コンプライアンスの徹底のためには、各職場における日常的な双方向の良好な
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コミュニケーションを通して、職員相互の理解を深めて信頼関係を築き、自分の意見や

考えなどを誰に対しても安心して表明できるような風通しの良い職場環境の形成も不可

欠である。 

以上を踏まえ、コンプライアンスの徹底に関する取組について、下記の観点により監査

を行った。

１） 入札契約事務におけるコンプライアンスの徹底並びに職務に関する倫理の保持の

ための取組

① コンプライアンス意識の徹底に関する取組

令和７年度第１回コンプライアンスミーティングでは、発注者綱紀保持規程がテ

ーマとして取り組まれており、全体として概ね理解していた。

また、コンプライアンス違反等の事案に係る情報をまとめた「コンプライアンス

情報」や、令和７年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画の「Ⅲ４所内会議等

による啓発」に基づき毎月、テーマを決めたコンプライアンスに係る課題について、

所内会議等で職員へ周知を実施していた。

《幹部ヒアリングにおける意見・取組事例の紹介》

 継続して行うことが大事だと認識している。

 各課のコンプライアンスミーティングの際に、事務所長や副所長も参加して、事

務所内の理解状況を把握し、意見を述べ、啓発活動に役立てている。

 所内会議において、コンプライアンス推進計画の周知をはじめ、コンプラ情報や

啓発資料を適宜配布し、所属長に課内会議等で活用するよう促している。

 コンプラ情報を配布する際に、この案件であれば、どのような処分になるかとい

う付加情報をつけている。

 新採職員に対して、勉強会等を通じてコンプライアンスの意義や遵守の必要性、

発注者綱紀保持に係る指定簿や情報管理ルール、事業者等の応対方法等を説明

している。

 期間業務職員にもコンプライアンスミーティングへ参加してもらい、知識の共

有を図っている。

 コンプライアンスミーティング前に専門官（再任用職員）が自身の経験を基に資

料を作成し、各管理職に説明を行う取組を実施している。

《若手職員を対象としたヒアリングの結果》

 コンプライアンス研修で、利害関係者との食事や提供物について、間違いやす

い事例を挙げて説明されたので理解しやすかった。

② 事業者・ＯＢとの接触・対応に関する取組

事業者・ＯＢとの接触・対応に関する取組では、各事務所とも事業者等との応接

は、受付カウンターや執務室内の打合せコーナー等オープンな場所で対応していた。 
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また、積算業務、技術審査・評価業務等を担当する課室では、適切に執務室の出入

口付近に自由な出入りを制限する掲示をしていた。

複数の職員による対応が困難な監督官詰所等においては、応接後速やかに必要事

項を記録するための「記録簿」が設置されていることを確認した。

③ 機密情報管理の徹底に関する取組

限られた人材による事業推進のためには受注者、発注者双方の負担軽減が必要で

あるとの観点から、見通しを持った発注計画や国債予算を活用した平準化の徹底な

どが必要である。また、入札契約事務における業務上求められる事務手続について、

過去の経緯を知らない職員が多くなっていることから、根拠となる事務連絡等の提

示、過去の不正事案及び再発防止について掲載されている内部ＨＰの紹介、事務所

における入札契約手続の全体の流れが理解できる工事・業務フローを確認しながら

監査を進めた。

ア）積算・審査・評価の分離体制の確保の徹底

機密情報管理の徹底に関する取り組みについて、入札契約適正化の観点からそ

の適切な管理を徹底するとともに情報が漏洩しにくい体制の確保等が図られて

いるかについて監査を実施した。

近畿地方整備局では「工事の入札契約手続等の見直しについて」（平成２９年

３月３１日付け事務連絡）により、「工事の発注事務に関する情報を適切に管理

するため、入札契約手続等に関する各種委員会において、入札公告手続の審査以

外の競争参加資格確認時、技術評価時及び施工体制確認時には、発注担当課長は

参加しない」こととしている。

総務事務センター・品質確保課のブロック化が機能し、全ての事務所において、

適切に実施されていた。

マスキングの徹底における業務・役務について業者名及び業者名が

類推される箇所にマスキングを実施する担当者は、入札・契約手続運 

営委員会の委員以外の者が行うところ、委員である経理課長がマスキ 

ング担当者になっていたこと。

【改善を要する事項】 

イ）発注事務に関する書類等の管理の徹底

情報管理総括責任者は、発注事務に関する情報の適切な取扱いを確保するため

の方法として発注者綱紀保持マニュアル（改訂版（第１１版）令和６年３月一部

改訂）で定める方法に従い、発注する工事又は業務の種類に応じて情報管理責任

者及び当該情報を業務上取り扱う者を「情報管理責任者・業務上取り扱う者指定

簿」にて指定するものとしている。

「情報管理責任者・業務上取り扱う者指定簿」を確認したところ、全ての事務

所において、適切に作成されていた。また、発注事務に関するデータ受渡し用フ
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ォルダについて、アクセスユーザー制限やファイルにパスワード設定がなされて

おり、管理の徹底が適切にされていた。

ウ）「情報管理責任者・業務上取り扱う者指定簿」の適切な更新等の徹底

発注者綱紀保持規程マニュアルに定める「情報管理責任者・業務上取り扱う者

指定簿」は、全ての事務所において、適切に更新が行われていた。

エ）事務所、出張所等へ送付される工事の履行確認のために必要な情報の管理の

徹底

各事務所とも情報を取り扱う者以外の者へ情報が漏洩しないようにするた 

め、工事の履行確認のために必要な書類の送付に際しては、アクセス制限付きフ

ォルダ内での受渡しやパスワード付きのファイルでのメール送信等の方法によ

り送付していた。令和３年度本省定期監察において、「技術提案書が確実に処分

されたかを確認できる仕組みまでは確保されていなかった。」の指摘に対する「総

合評価落札方式工事における提案内容の確認等および履行確認関係資料の取扱

いについて」（令和４年１０月２６日付事務連絡）により、総合評価落札方式工

事における情報管理表（様式－２）を作成することとなっており、作成状況の確

認を行ったところ、全ての事務所で作成されていた。  

④ 応札・落札状況の分析に関する取組

各事務所とも応札・落札状況の分析については、必要に応じ、個々の工事の応札・ 
落札状況だけでなく、「時系列的な推移や傾向等に着目した応札・落札状況」、「工種

毎の応札・落札状況」、「管内の地域毎の応札・落札状況」等にも着目して分析方法を

工夫していた。

⑤ 適正な入札契約に関する取組

入札契約手続のミスによる契約解除や発注取り止めの事例が依然として見受け

られ、事業の執行や参加業者への悪影響が懸念されることから、これらのミス防止

に向けた取組状況について監査を実施した。

ア）入札契約手続ミスの防止に向けた取組

契約ミス事例集の幹部説明や所内周知、公告に向けた事前審査会による所内確

認など各事務所とも手続ミス防止に向けた取組を行っていた。

発注計画の立案にあたっては、適正な業務量とすることがミス防止につながる

ため、平準化を目的とした予算要求や国債発注などの検討が概ねなされ、平準化

に向けた取組が実施されていた。

一方、若手職員のシステム操作を含む積算業務の習熟やチェック体制の充実を

図るべきであるとの意見があり、入札契約手続ミスの防止では、引き続き事務所

スタッフの業務量の平準化と育成の両立が課題である。
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イ）工事の品質の確保及び適正な施工の実施に向けた取組

変更契約が３割を超える工事の契約変更手続きについて、事前に事務所発注担

当課が本局担当課長に承認を得た上で適切に実施していた。

ウ）事故防止の取組状況

各事務所とも安全協議会（事務所）や工事関係者連絡会議（出張所等）を活用

し、受発注者間において事故防止の取組が実施されていた。

エ）少額工事・業務、物品、役務契約関係

今回、少額契約において、監督職員・検査職員が行うべき業務内容と法令上の

責任について周知徹底状況を確認したところ、全ての事務所において書面による

任命がされていたことを確認したが、３事務所において単価契約に係る発注・納

品・検収段階において、所属長による定期的な状況の確認及び複数の職員による

確認ができていないものがあった。

原因として、確認を行わなければならないという認識不足が考えられる。

役務の提供に係る単価契約について、検査が形式的なもの、若しくは特定の職

員任せとならないよう、所属内部において相互の確認に努めること。 

そのためには、所属長は毎月適切な時期に所属における発注・納品検収の状況

把握に努めること。 

【改善を要する事項】 

物品購入事務について、物品の納品時には、納品書に受付印を押印し、

検査時に受領日を確認することになっているが、受領日の押印がなされて

いなかったこと。 

【改善を要する事項】 

オ）主任監督員に対する現場監査

所内における入札契約事務の監査に加え、現場における対応について、主任監

督員（出張所長・建設監督官等）に対して現場監査を行った。

現場監査は、工事における「監督業務の状況」、「契約協議等の状況」、「履行確

認資料の取扱い状況」、「事故防止の取組状況」、「受発注者間のコミュニケーショ

ン状況」、「来訪者との応対状況」「その他（意見交換）」についてヒアリングを行

い、概ね適切に対応していることを確認した。

２）風通しの良い職場環境づくりに関する取組

① 風通しの良い職場づくりのための取組

事務所長・副所長など幹部職員が、コミュニケーションの重要性を認識し、所

長室、副所長室の扉をいつもオープンにし、職員が入りやすく相談しやすい雰囲

気を心掛けていた。また、各所属内でも話しやすい職場環境にするため工夫し、
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コミュニケーションを積極的にとる取組を行っていた。

《幹部ヒアリングにおける取組事例の紹介》 

 職員が報告に来る際は優先して時間を空けるようにしている。できるだけ説

明の場に若手を同席させ、説明も行うなど若手教育含めて、相談しやすい雰囲

気作りをしている。また、相手のスタイルに合わせてメールやチャットで意見

交換している。

 勤務時間外ではあるが、積極的に懇親会を開催して、一体感を醸成し、何かあ

ったときに話しやすい雰囲気づくりに努めている。

 メールのみの連絡に終始せず、対面でのコミュニケーションの必要性につい

て所内会議等を通じて周知するとともに、各課等執務室に足を運び、所属の状

況確認を行い、コミュニケーションを図るよう努めている。

 現場見学会を事務官技官の別なく、事務所全体を対象に開催してコミュニケ

ーションを図っている。

 職員数が減ったことで執務室のワンフロア化が実現でき、情報共有が容易に

なった。

 所長と係長・係員とのダイレクトトーク（対面の意見交換会）の場で出た意見

を管理職員に共有することで、現在抱えている悩みや課題の速やかに改善に

繋げる取組を行っている。改善に動けば、意見した職員のモチベーションアッ

プにも繋がる。

② その他職場環境の整備に関する取組（ハラスメント、メンタルヘルス）

各事務所において、所内会議等で人事院のパンフレットを利用して人事院規則、

相談員制度について周知している。一方、メンタルヘルス対策としての職場環境

整備、初期対応及び支援体制については、各事務所とも事務担当副所長や総務課

長が中心となって取組が行われていた。

《幹部ヒアリング等における取組事例の紹介》

 日頃から所属長通じて目配り気配りし、風通しの良い職場となるように努め

ている。

 パワーハラスメント動画の上映会を開催し、皆で見るようにしている。

 一人で抱え込まないように複数人でまたチームで対応するようにしている。 
 言い続けることが大事だと認識している。アンテナを高くする意識を持って

やっている。

 弁護士からの講習を受けられる研修会を行っている。

 自らも加害者にならないように、傾聴と対話に努めるように指導している。 
 カスタマーハラスメント対策として、庁舎管理規則を改正。録音録画が出来

るようにした。

 課長会や行程会議等の所内連絡会議を通じて、コンプライアンスの醸成を図

っている。
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３ 行政文書管理に関する取組

行政文書の管理においては「職員一人ひとりが、公文書は国家公務員の所有物で

はなく健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であり、行政文書の作

成・保存は決して付随的業務ではなく、国家公務員の本質的な業務そのものである

ことを肝に銘じて職務を遂行し、公務員文化として根付かせていく」（平成３０年

７月２０日 行政文書の管理のあり方等に関する閣僚会議）ことが重要であり、行

政文書管理の適正を確保するためには、行政文書の作成・保存から廃棄までの各段

階におけるルールの遵守を徹底することが求められる。

以上の点を踏まえ、行政文書管理に関する取組について、令和６年度行政文書管

理に関する本省監査の結果における改善事項等も参考に監査を実施した。

① 行政文書の管理状況

ア）行政文書の管理体制

文書管理担当者の指名・報告については、各文書管理者において適切に実施され

ていた。また、一部の文書管理者は、組織の構造等を考慮し、複数名の文書管理担

当者を指名していた。近畿地方整備局においては、令和２年度より、それまで総務

課長を指名していた副主任文書管理者に副所長（事務）（副所長（事務）の置かれて

いない事務所においては総務課長）を指名し、体制の強化を図っているところ。各

事務所の副主任文書管理者が、その役割を認識し、所内会議等の場を通じて文書管

理者の指導等に取り組んでいることが確認された。

イ）文書の作成状況

跡付け・検証に必要な文書や打合せ等の記録は、全ての事務所で作成されていた。

打合せ等の記録について、複数の職員による確認が行われていた。国土交通省行政

文書管理規則（平成２３年４月１日国土交通省訓令第２５号。以下、「文書管理規

則」という。）において、外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、可能な

限り、当該打合せ等の相手方の発言部分等について、相手方による確認等により、

正確性の確保を期するものされている。ただし、相手方の発言部分等について記録

を確定し難い場合は、その旨を判別できるように記載するものとされている。外部

の者との打合せ等の記録については、打合せ等の相手方の確認を得ることが難しい

状況により、相手方の確認を得ていない文書が一部に確認された。また、確認を得

ていない旨を明記されていないものも一部に確認されたものの、２３（ふみ）の日

の周知資料等を用いて、所内会議や一斉メール等で所属職員に周知、浸透を図って

いることが確認された。

ウ）行政文書の整理、保存、管理状況（電子・紙文書）

文書の整理状況

作成又は取得した行政文書を分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存
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期間の満了する日を設定すること、相互に密接な関連を有する行政文書を一の行政

文書ファイルにまとめることについては、全ての事務所で実施されていた。

電子文書の適切な管理

電子文書のファイル名や文書のヘッダー部分には、作成日や用途等を明示するこ

ととされているが、明示されていない電子文書が一部に認められた。しかし、ファ

イル名や文書のヘッダー部分における表示については、２３（ふみ）の日の周知資

料等を用いて、所内会議や一斉メール等で所属職員に周知、浸透を図っていること

が確認された。

紙文書の保存状況

近年作成・取得された文書については、保管場所の整理や、行政文書ファイル 

の背表紙・ファイリング用具への必要事項の明示が、概ね適切に実施されていた。

しかし、一部の所属においては、文書整理業務を発注し書庫の整理等を進めてい

るものの、なお過去の文書等についてファイリング用具への必要事項の明示がさ

れていないものや、保存期間が満了しているにも関わらず廃棄されていないなど、

未整理のまま保管されている状況が確認された。

未整理の文書が残存している所属は、文書整理業務を活用するなどし、未整理

文書の早期の整理に努められたい。 

【提示意見】 

エ）行政文書ファイルの管理簿への記載状況

行政文書ファイル管理簿は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、公文

書等の管理に関する法律及び文書管理規則に基づき、文書管理者が、行政文書ファ

イル等の分類、名称、保存期間、保存期間満了日等の必要事項を記載した帳簿であ

り、電子決裁システム（ＥＡＳＹ）への登録をもって調製している。行政文書ファ

イルは、文書管理規則のほか国土交通省行政文書ファイル保存要領（平成３０年４

月１日付け総括文書管理者（大臣官房長））。以下「保存要領」という。）等により保

存、登録することとされている。また、行政文書ファイルの保存場所や背表紙等の

表示内容について、行政文書ファイル管理簿の記載内容と齟齬が生じないよう、少

なくとも毎年度一回、文書管理者が確認することとされている。行政文書ファイル

の背表紙が電子決裁システム（ＥＡＳＹ）から出力されたものを使用している場合

は、電子決裁システム（ＥＡＳＹ）上の行政文書ファイル管理簿への登録が確実に

なされていると判断できる。

以上をもとに、行政文書ファイル管理簿への記載状況等を確認したところ、概ね

適切に実施されていた。

オ）移管または廃棄の実施

レコードスケジュールの設定や、レコードスケジュールに基づく保存期間満了
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後の処理（移管・廃棄）については、概ね適切に実施されていた。

カ）紛失、誤廃棄対策

情報管理システムを活用している事務所では、書庫からの文書の持ち出しルール

が職員に周知されていた。またそれ以外にも、書庫を施錠し鍵を適切に管理する

ことや、書庫に注意事項を掲示することで、紛失等の防止が図られていた。

キ）点検、研修の実施

文書整理月間におけるｅラーニングの受講のほか、所内会議等を通じた周知、

電子メールによる啓発、文書管理に関する説明会が実施されていた。

ク）文書管理者の異動や組織改編に伴う引継ぎ

文書管理者の異動に伴う行政文書の引継ぎは、概ね適切に実施されていた。

ケ）公印の押印・保管・施行関係

公印の管理については、適切に実施されていた。

② 電子保存の進捗状況

電子決裁の進捗状況

膨大な紙の添付書類等があるものや、業務システムが電子決裁システム（ＥＡ

ＳＹ）に接続せず、独自の決裁機能も持たない業務を除き、ほぼ全ての決裁が電

子決裁で行われていた。

紀伊山系砂防事務所用地課については、契約書など実印が正当性の担保とな

る文書を除き、補償金算定書など紙が多くなる文書についても原則電子化が行

われている。書庫スペースが少ないという実情はあるものの、電子化により検索

が容易になることや廃棄の手間がかからないなど大きなメリットが見込めるこ

とから、意識高く電子化が推進されていた。 

【推奨事例】（紀伊山系砂防事務所） 

電子文書の保存状況

行政文書は、法令等の定めにより紙媒体での保存が義務付けられている場合、

電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、電子媒体により

体系的に管理することが基本とされている。各事務所においては、当該内容を職

員に周知し、電子的管理の推進に取り組むことで確実に電子化率は向上してきて

いるものの、未だ紙媒体を正本として保存されている行政文書が多く存在してい

た。

行政文書の電子媒体による体系的な管理は、所在把握、履歴管理や探索を

容易にするとともに、文書管理業務の効率化に寄与するものである。引き続き
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所属職員への周知・指導を継続して実施し、電子的管理によってかえって業務

が非効率となる場合等を除き、行政文書の電子的管理の推進に努められたい。 

【提示意見】 

また、電子文書は、電子決裁システム（ＥＡＳＹ）もしくは所定の共有ドライ

ブ（Ｊドライブ、港湾空港部においてはＯドライブ）に保存することとされてい

るが、港湾空港部を除く、何れの事務所においても、共有ドライブが有効に活用

されていない状況が確認された。共有ドライブについては、電子決裁システム（Ｅ

ＡＳＹ）に保存できない電子文書の保存先として用意されていることから、適切

な運用を所属職員に周知する必要がある

電子決裁システム（ＥＡＳＹ）や共有ドライブを活用し、電子的に保存する

ことで、行政文書の紛失防止や所在把握等が容易になる。全ての電子文書を原

則、電子決裁システム（ＥＡＳＹ）に保存し、それによりがたい場合には、共有

ドライブの適切な利用を促すなど、電子文書の保存ルールを所属職員に引き続

き周知し、行政文書の電子的管理の推進に努められたい。  

【提示意見】 

《幹部ヒアリング等における取組事例の紹介》

 所内会議の中で文書の日には本局のチラシを使い周知し、継続的に周知する

ことが大切と考えている。

 毎月のフミの日に、職員に行政文書管理自己点検シートをメール送付し、日

常的な文書管理や自己点検の必要性を呼びかけている。

 行政文書にヘッダーの記載抜けが散見されることから周知を続けている。

 文書管理は複雑で時間と手間がかかるため後回しにされがちではあるが、粘

り強く文書管理の重要性を周知する。

４ 危機管理に関する取組

風水害等自然災害発生時において、円滑かつ的確に災害対応を実施するための災 

害対策運営計画や業務継続計画の更新状況、非常時の対応訓練の実施状況及び必要

な物資の備蓄状況等の監査を実施した。

① 業務継続計画の修正、見直し状況及び災害発生時の準備状況

ア）業務継続計画

地震編については策定、見直しが実施されているが、風水害編については９事務

所で策定済みとなっていたほか、２事務所が今年度中に策定予定、３事務所は策定

不要であった。 
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イ）災害対策本部運営計画

災害対策本部運営計画が策定され、職員への周知は、全ての事務所で説明会を実

施の上、多くの事務所で共有フォルダやTeams 等によるデータ共有も実施してい

たが、あわせてポケット版等を含めた紙媒体を配布していた事務所もあった。

ウ）装備品、物資の備蓄

各事務所とも、装備品・物資については概ね必要な種類・量が備蓄されており、

保管状況も良好であった。消費期限を一覧にして計画的に更新している事務所も

多く見られた。

② 建設機械・機械設備関係

ア）災害発生時の緊急連絡体制

各事務所において災害発生時や機械設備不具合時における緊急連絡体制がとれ 

ており概ね不備がなかった。

イ）災害対策機械操作業務、機械設備点検業者等との緊急時の体制確保

災害対策機械の操作訓練に職員に加え、関係自治体、建設業協会が参加していた。

訓練に参加することにより関係自治体や建設業協会が災害対策用機械の運用や機

能を把握することから、災害発生時に災害対策用機械による災害対応を円滑にす

すめることが可能となる。

機械設備の危機管理の取組として、機械設備の誤操作防止について、施工計画書

への記載や状況確認を行うなど、適切に対応していることを確認した。

③ 電気通信施設関係

ア）無線局舎、通信鉄塔の耐震化の実施

無線局舎、通信鉄塔の耐震化の確認を実施している。確認結果において耐震対策

が必要な局舎、鉄塔については、今後補強計画を立て予算要求を実施していく。

イ）ＫＵ－ＳＡＴ・衛星通信車の操作訓練

年２回、若手職員を中心に、電気通信担当以外の職員を含めた災害対策機器の設

営・操作訓練を実施するなど、各事務所において、災害対策機器の設営・操作訓練

の取組が行われていた。
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Ⅳ 一般監査の実施結果（重点監査項目以外の監査項目）

１ 用地事務

「用地補償不正事案の再発防止策について」（平成１４年１月３０日付国近整総第２

５１号､国近整一用第１５７号。以下「再発防止策」という。）及び「再発防止策実施に

伴う留意事項について（平成１４年１月３０日付国近整総第２５２号、国近整一用第

１５８号。以下「留意事項」という。）が規定する取組み、並びに「近畿地方整備局用

地事務取扱細則運用指針｣（平成１４年３月２２日付国近整一用第２００号。以下「運

用指針」という。）が規定する用地事務の実施状況について監査を行った。

① 再発防止策及び留意事項が規定する取り組みの実施状況について

難航事案に対する交渉体制、不当要求行為者に対するセキュリティ対策、警察

との連携、用地事務実施の各段階におけるチェック体制、土地引渡し等の検査は、各

事務所とも適切に実施されていることを確認した。

② 運用指針が規定する用地事務の実施状況について

運用指針が規定する用地事務が適正に実施されているか確認を行ったところ、一

部の書類において作成漏れ等の軽微な不備が見受けられたものの、各事務所とも概

ね適切に事務処理がおこなわれていることを確認した。

③ 用地事務担当者との意見交換について

各事務所の用地事務の適正な執行状況を確認するとともに、担当者との意見交換

会を実施した。

意見交換会では、日常業務での課題や改善すべき点について自由に発言を求め、現

場における課題や要望を把握した。

主な意見として、運用指針に定める手続きの簡素化や見直し、電子化の推進、研修

の充実等が挙げられた。また用地関係電子例規集（用地の窓）に掲載している通知文

書等の体系的な整理や文書を容易に検索する仕組みづくりについて提案があった。

これらの意見を踏まえ、改善が必要な事項については速やかに対応を進めるととも

に、検討を要する事項については関係部署と協議を進めることとした。今後も意見交

換の場を継続し、各事務所との連携を強化しながら用地事務の効率化と適正化に努め

ていく。

２ 建設機械・機械設備及び新技術の活用

 河川及び道路事業に必要な、維持管理用機械、除雪用機械及び、災害対策用機械の

管理状況及び取組状況や、河川及び道路管理施設における揚排水ポンプ設備、ダム堰・

水門設備、トンネル換気設備、道路排水設備等の維持管理状況について監査を実施し

た。
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 また、公共工事等における新技術の活用については、建設事業への活用を推進する

ため、事務所における活用状況について監査を実施した。

① 建設機械関係

維持用機械・災害対策用機械について治水・道路事業が適切に実施できるように、

必要な機械についてはオーバーホールを行うなど不具合に応じた修繕を行い、適切

な管理をしていた。また、契約上の書類、支払い状況も適切であった。

緊急自動車の運用にあたっては、使用者が「緊急自動車の使用要領」を作成し、各

事務所にて概ね適切に運用されていることを確認した。

② 機械設備関係

機械設備の運用に影響がある不具合については、規模が小さい事象は早急に修繕、

規模が大きい事象は修繕計画を立案し、予算要求するなどの適切に維持管理してい

ることを確認した。

機械設備毎に機械設備維持管理計画を作成し、運用を実施していることを確認し

た。

機械設備状態の把握・確認にあたり、各排水機場の燃料の種類・容量及び稼働日

数の情報共有するために、随時更新する一覧表としてまとめ「見える化」している

ことは、危機管理意識が非常に高い取組である。 

【推奨事例】（福知山河川国道事務所） 

③ 新技術の活用関係

各事務所での活用計画書や活用効果調査表の提出状況を確認し、適切な時期に適

切な内容で提出されていることを確認した。

３ 電気通信（情報セキュリティ）関係

情報及び情報システムをあらゆる脅威から守るために必要な情報セキュリティ確

保の取組状況ついて監査を実施した。

また、災害時の迅速な対応、社会資本の有効活用等に資するため整備している、河

川、道路、ダム等の直轄事業における電気通信施設について、適正かつ能率的な事務

の運営及び施設の運用管理の取組状況ついて監査を実施した。

① 情報セキュリティポリシー関係

各事務所において、組織・体制の整備としての事務所情報セキュリティ対策委員

会の設置等、物理的セキュリティ対策としてのＰＣの盗難対策、サーバー等の機器

室の管理、人的セキュリティ対策としての情報の取扱い、技術的セキュリティ対策

としてのアンチウィルスソフトの導入状況及び情報システムに係る文書・台帳整備

について、良好な取組であることを確認した。

23



② 電気通信関係（工事・業務発注関係）

各事務所において、工事発注時の工期設定、各種条件設定、積算資料・機器見積り

等の整理や契約締結後の指示・協議の実施、工事変更等について、適切に実施されて

いた。

③ 電気通信施設の運用管理関係（物品管理含む。）

各事務所において、電気通信施設の運用管理、無線室、機械室、鉄塔の管理状況

について、適切に管理されていることを確認した。

各事務所では、物品等の管理、台帳整理、受変電・発電機の点検状況、災害対応・

訓練について、適切に実施されていた。

各事務所ともに、電気通信施設維持管理計画書、施設台帳（ＥＴＡ）及び点検ＤＢ

の年次更新が適切に実施されていた。

４ 個人情報の保護等

① 事務所における個人情報の取扱状況

個人情報の取扱い等に関する職員への周知や、個人情報を含む資料の管理は、適

切に実施されていた。

② 携帯電話・スマートフォン等の管理状況及び紛失対策

官貸与の携帯電話等の管理は、適切に実施されていた。

５ その他（金券、タクシー、ＩＣカード、公用車利用 外）

① 金券、タクシーチケット、ＩＣカード等の利用・保管状況

ア）郵便切手等取扱要領について（適正）

郵便切手等取扱要領（令和２年１月６日付け国近整総第１６７号、国近整会第 

２１８号、国近整契第３３７号。以下「取扱要領」という。）に規定する郵便切

手の物品管理簿補助簿の記載方法については、使用目的の記載事項として、取扱

要領本文中には特段の規定はないものの、記載例として「地権者からの返信用」

「○○（株）への書類送付用」との例示がされている。

今回、各事務所の記載状況を確認したところ、監査を実施した全事務所におい

て使用目的が物品管理簿補助簿に記載されていた。

また、収入印紙の管理にあたっても、監査を実施した全事務所において、物品

管理簿補助簿が作成されていた。

イ）近畿地方整備局ＩＣカード乗車券使用基準について

「近畿地方整備局ＩＣカード乗車券使用基準について」（令和２年１月７日付
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け事務連絡。以下「使用基準」という。）第５の規定により、ＩＣカード乗車券

の使用にあたっては、取扱主任者は、ＩＣカード乗車券毎にＩＣカード乗車券使

用簿を備え、保管することとされており、取扱主任者は使用者からＩＣカード乗

車券使用の申込があったときは、申込事項を確認し、貸与し、使用者から返却が

あったときは、すみやかにＩＣカードリーダー等 による利用履歴と使用申請内

容を使用者とともに突合し、使用簿に必要事項（使用金額、残額、使用者名、用

務先、経路等）を記入し、使用者の確認を受けることとなっている。

今回、各事務所において確認したところ、ＩＣカード乗車券使用簿による管理

は、適切に実施されていた。

ウ）ＥＴＣ別納カードの適正管理について

「ＥＴＣ別納カードの適正管理について」（平成２１年６月１日付け国近整総

第６８号）３①において、緊急時等を含め事前に運転職員（車両管理員を含む。）

に貸し付け管理させている事務所においては、業務終了後は運転職員に貸与して

いるロッカー等にＥＴＣ別納カードを保管のうえ、施錠し、鍵は個人をもって管

理するなど、適正な保管管理を常時指導徹底することとされている。

今回、各事務所における車両管理員に貸与しているＥＴＣ別納カードの管理状

況を確認したところ、適正に保管管理されていた。

② 公用車の利用の適正化

車両管理業務委託対象車（以下、委託車両という。）を使用する場合、「公用車利用

の手引き」により、使用者は公用車使用申込書の内容に変更が生じたときは、直接車

両管理員（運転手）に指示してはならないと規定されている。ただし、緊急やむを得

ない事態等により、運行計画書と異なる運行の必要が生じた場合は、使用者から管

理者（事務所においては総務課長）又は担当職員（事務所においては総務係長）に速

やかに連絡するものとし、管理者又は担当職員から車両運行責任者に電話等により

運行計画 （事故発生時の措置） の変更を指示し、後日、運行計画を変更することと

なっている。また、委託車両には、業務指示系統図を設置することにより、使用者が

運転手に直接指示しないこととしているが、今回、全事務所の委託車両において、業

務指示系統図が後部座席に適切に設置されていた。

③ その他（連絡会等の会計事務の適正な処理等について）

「連絡会等の会計事務の適正な処理等について」（平成２１年６月１日付け国近整

適業第１号）に関して、事務所が事務局となる各種委員会等の会計事務所処理方法

について確認したところ、適正に処理がなされていた。
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Ⅴ 推奨事例

【推奨事例】（奈良国道事務所）
業務効率化に向けたデジタル技術の活⽤を

推進するため「ＤＸ会議」を開催

業務プロセスの改善に向けた取組

業務の効率化を⽬指し、少しずつＤＸに挑戦するため、所内組
織横断的なチームを形成し、検討や取組の⽀援・共有を⾏うため
の会議を定期的に⾏っている。この取組は、業務改善に資するも
のである。
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Ⅴ 推奨事例

【推奨事例】（琵琶湖河川事務所）
Teamsを活⽤した業務の効率化のための

「ＰＣ活⽤」チャネル作成

業務プロセスの改善に向けた取組

当該チームに「PC活⽤」のチャネルを作成し、PC操作が得意
な職員が操作⽅法等に関する情報を投稿することで、PC操作に
不慣れな職員でも問題なくTeams等を活⽤できるようにしている。
この取組は、業務プロセスの改善に資するものである。

チーム ： 琵琶湖（全体共有） チャネル

チャネル「 ９．ＰＣ操作 」に職員が随時、ＰＣ操作等
に関するワンポイント情報を投稿！
⇒ 職員全員のＰＣスキル向上
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Ⅴ 推奨事例

【推奨事例】（⼤⼾川ダム⼯事事務所）
「⼤⼾川ダムだより」を職員が毎⽉作成している取組

⼈材育成及び技術⼒向上に資する取組

過年度より毎⽉発⾏している「⼤⼾川ダムだより」について、
今年７⽉からページ数を増やし内容を充実して、地元に対するダ
ムの取組の透明化や親しみやすさや⼀体感を醸し出す取組を⾏っ
ており、これを、職員が作成していること。

⼤⼾川ダムだより ７⽉号
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Ⅴ 推奨事例

【推奨事例】（兵庫国道事務所）
メンター・メンティが⼀堂に会し、

メンター座談会を開催

⼈材育成及び技術⼒向上に資する取組

今年度８⽉からメンター・メンティー間で⾏うメンタリングと
は別に、⽉１回、事務所⻑、副所⻑、メンター及びメンティが集
まって、メンティが毎⽉１⼈ずつ「今年度やってみたいこと、⼜
は、今年度始めたこと」をテーマに発表をする取組を⾏っている。
この取組は、若⼿職員のプレゼン能⼒を⾼め、⼈材育成に資する
ものである。
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【推奨事例】（舞鶴港湾事務所）
若手職員による現場視察やイベント参加後の報告書作成
及び発表会の実施

人材育成及び技術力向上の取組

若手職員が現場視察等に参加した際に、“報告書作成の
ルール”に沿って任意に報告資料を作成し、関係者に共有
する取り組みを行っている。これにより、自主性・自律性
の醸成、業務効率化の意識付け、資料作成スキルの向上が
期待され、人材育成及び継続研鑽による個人及び組織の技
術力向上に寄与している。

【資料作成概要（抜粋）】

【報告資料】

上記ルールを設けることで、通常業務に支障を来さないように配慮がなされている

Ⅴ 推奨事例
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I 人材育成及び技術力向上の取組 I 

事業調整官（再任用職員）の豊富な経験と知識を事務所職員に
伝えることを目的として、 月に一度「伝承講習会」を開催してい
る。

講師は、 大阪 ・神戸における港湾事業実施上の多くの課題を経
験・解決された実績を持ち、 事業関係者との事業調整での苦労や
工夫、 その時々の裏話など、 実務に直結する貴重な知見を共有さ
れている。

講習会は、 報告書やマニュアルでは得られないリアルな体験談
を通じて、 事務所職員が港湾事業の本質を理解し、 課題解決力を
高める機会となっており、 組織内の知識継承を促進し、 職員のス
キル向上に大きく貢献する好事例である。

【講義状況】

Ⅴ 推奨事例
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Ⅴ 推奨事例

【推奨事例】（紀伊⼭系砂防事務所）
⾏政⽂書の電⼦化

⾏政⽂書管理に関する取組

⾏政⽂書管理について、⽤地課では契約書など実印が正
当性の担保となる⽂書を除き、補償⾦算定書など紙の多く
なる⽂書についても、原則電⼦化を⾏っている。
電⼦化により検索が容易になることや廃棄の⼿間がかか

らないなど⼤きなメリットが⾒込めることから、⽤地課⻑
を筆頭に課内職員が率先して意識⾼く電⼦化を進めている。
これらの取組は、⾏政⽂書管理の適正を確保することに資する

ものである。
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Ⅴ 推奨事例

【推奨事例】（福知⼭河川国道事務所）
機械設備状態の把握・確認のため

⼀覧表にして「⾒える化」

建設機械・機械設備及び新技術の活⽤

機械設備状態の把握・確認にあたり、各排⽔機場の燃料の種
類・容量及び稼働⽇数の情報を共有するために、随時更新する⼀
覧表としてまとめ「⾒える化」していることは、危機管理意識が
⾮常に⾼い取組である。

排⽔機場
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